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１ 提案手続 

（１）はじめに 

 本調達においては、総合評価落札方式による委託先の適切な選定に資することを

目的として、競争参加者に対し、以下に規定する要領で作成した提案書（骨子）及

び提案書（以上の 2 つをまとめて、以下「提案書等」という。）の提出を求めるも

のである。 

 競争参加者は「地方公共団体との連携強化に係る汎用ポータル構築等一式 調達

仕様書」（以下「調達仕様書」という。）に対する提案について、厚生労働省政策統

括官（総合政策担当）付社会保障担当参事官室及び同政策統括官（統計・情報政策、

政策評価担当）付情報化担当参事官室（以下「調達担当課室」という。）担当者が内

容を確認できるように資料を必ず添付した上で提案書等を作成し、調達担当課室へ

提出すること。その際、競争参加者は必要であると判断したその他の資料を添付す

ることもできる。 

（２）提出物 

 以下を提出すること。 

①提案書（骨子）9 部（会社名入り 1 部、会社名無し 8 部） 

提案書の基本的な考え方及びアピールポイントを示した 20 ページ以内の骨子 

②提案書 9 部（会社名入り 1 部、会社名無し 8 部） 

③その他補足説明資料 9 部（会社名入り 1 部、会社名無し 8 部） 

④上記提出物（上記 3 点については会社名入りのもの）を納めた電磁的記録媒体

（CD-R 等）2 枚（会社名入り） 

 なお、これらの提出に当たっては、以下の点に留意すること。 

 公平性を期すため、評価には会社名無しの提出物を使用すること。 

 会社名有りの提出物と、会社名無しの提出物は同一の構成・内容であるこ

と。 

 会社名無しの提出物については、会社名、ロゴマーク及びコーポレートカ

ラー等を一切記載せず、提出者が特定できないよう、最大限の配慮を行う
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こと。（パンフレット、カタログ等は除く。）また、要員名・取得資格等の

記載に関しても、提案内容の説明の根拠として必要な内容を超えて記載を

行うことにより、提出者が類推できるようなものとならないよう、配慮す

ること。 

 提出物に明らかに不備があると認められる場合は、提出と認めないことが

ある。 

（３）提出物に関する留意事項 

ア 提案書（骨子） 

 提案書（骨子）には、提案書の基本的な考え方及びアピールポイントを記載す

ること。 

イ 提案書 

（ア）記載事項 

 提案書には、以下のものを含むこと。 

① 必須要件の充足状況が確認できるもの 

別紙「「地方公共団体との連携強化に係る汎用ポータル構築等一式」に係る

提案書 技術審査用紙」（以下「技術審査用紙」という。）のうち、本調達に

係る履行可能性を担保する上で必須と考えられる要件（以下「必須要件」と

いう。）に対する回答と資料 No を記載したもの。 

② 加点対象の評価項目に対する提案 

技術審査用紙のうち、加点対象としている各評価項目（評価基準）に対する

提案と資料 No を記載したもの。 

③ 別添資料 

上記（２）で添付するとした公的証明書、資料等の別添資料。 

（イ）構成 

 提案書を提出する際には、技術審査用紙、資料番号順に並べた別添資料の順

に 1 部ずつファイル等により綴じること。 



 

4 
 

（ウ）技術審査用紙の記載方法 

① 必須要件について 

全ての項目を満足することができる場合のみ合格とするので、競争参加者

は、提案書に必要事項を記入の上、必要に応じて公的証明書、資料等を添

付することにより根拠を明確にすること。なお、公的証明書、資料等を添

付する場合は、該当項目の「資料 No.」欄に資料番号を記入すること。 

② 加点対象の評価項目について 

提案書から競争参加者が要求要件を実現することができると認められる

場合、その提案内容に応じた技術的要件に対する得点を、各要件に設定し

た配分により加点する。競争参加者は、提案書に各評価項目に対応した提

案内容を記載すること。 

③ 別添資料について 

提案内容の説明として必要な場合には別添資料を用いることができる。こ

の場合、該当項目の「資料 No」欄に資料番号を記入、該当ページを付箋紙

等で明示した上で、記載の提案内容が１ページを超える場合には１ページ

以内の要旨を付けること。また、該当部分がページ内の一部分であるとき

は当該箇所をマーカー、丸囲み等で明示すること。 

別添資料には資料 No を示したインデックスラベルを付すこと。また、必

須項目のインデックスラベルは青色、加点項目は赤色とすること。 

（エ）その他 

 提案する製品についてのパンフレット、カタログ等は別添資料とすること

が想定されるが、当該パンフレット、カタログ等だけでは評価項目や評価

基準を満たしているか否かの確認ができない場合、別途説明資料を用意し、

併せて別添資料として添付すること。 

 その他補足資料を提案書中で参照している場合は、提案書の別添資料と同

様に資料 No をタグ付けすること。 

 提案書等の様式は、上記に定めるもの以外は任意とする。 

ウ 提出物を納めた電磁的記録媒体 

 電磁的記録媒体の種類は CD-R 等とすること。 
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 調達案件名、会社名、正副の区分を電磁的記録媒体のケース、ラベルのそ

れぞれに記載すること。 

 その他補足資料については、可能であれば電磁的記録媒体に納めること。 

（４）提出物の体裁に関する留意事項 

ア 記載の表現について 

 提案書等には日本語を使用し、日本語以外の資料がある場合にはその日本

語訳も添付すること。 

 情報システムの専門家以外にも理解できるよう、十分にわかり易い日本語

で記載すること。 

 本案件の性質を踏まえた、具体的な記載をすること。 

 提案書等を評価する者（以下「評価者」という。）が特段の専門的な知識や

商品に関する一切の知識を有することなく、評価可能な提案書等を作成す

ること。 

 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、用語解説又は注釈を付

すこと。 

イ 用紙について 

 原則として日本工業規格 A 列 4 番の用紙を使用すること。印刷方法は縦書

き、横書きどちらでもよい。図表については、必要に応じて A 列 3 番を使

用することができる。 

ウ 会社名無しの提出物について 

 会社名無しの提出物に添付される公的証明書・契約書等についても、会社

名、ロゴマーク及びコーポレートカラー等を一切記載せず、提出者が特定

できないよう、最大限の配慮を行うこと。（ただし、提案する製品について

のパンフレット、カタログ等は除く。）また、要員名・取得資格等の記載に

関しても、提案内容の説明の根拠として必要な内容を超えて記載を行うこ

とにより、提出者が類推できるようなものとならないよう、配慮すること。 

エ 提案書等の構成について 

 提案書（骨子）と提案書は、お互いに独立した構成とすること。双方から
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共通の資料を参照する場合であっても、それぞれ個別に用意し添付するこ

と。 

オ 提出に際しての留意事項 

 提案書等の提出にあたっても、社名入りの袋を使用しないこと。 

（５）ヒアリングの実施について 

 提案書の内容について詳細や不明点を確認するため、必要な場合には、「地方公

共団体との連携強化に係る汎用ポータル構築等一式に係る提案書技術審査委員会」

によるヒアリングを以下により実施する。なお、ヒアリングの実施の如何に関わら

ず、提案書に関する不明点等に関して調達課室から別途照会を行った場合は、速や

かに応じること。 

ア 期日 

 提案書提出日以降、2019 年 3 月 22 日までの間で調達担当課室が指定する日

時に行う予定。なお、ヒアリングの日時については、別途連絡する。 

イ 会場 

 厚生労働省内（東京都千代田区霞が関 1-2-2）を予定。 

ウ 提案時の制約事項 

 提案者側のヒアリングの参加人数は 5 名以内とし、その中には必ず、調達

仕様書に示す責任者及びその他の要員にあたる者を含めること。 

 ヒアリング時間は最長 60 分とする。うち 30 分を提案内容に関するプレ

ゼンテーション、残る時間を質疑応答に充てる予定であるが、ヒアリング

の対象者数等によって時間や構成は変更する場合がある。 

（６）その他留意事項 

 以上の他、競争参加者は以下の各点に留意すること。 

 競争参加者は、調達仕様書で求める要件への適合性、厚生労働省及び地方公

共団体にとって付加価値のある提案となっていること等に十分に留意して

提案書等を記述すること。 
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 調達仕様書に記載されている事項は、実施する時期に関わらず、全て競争参

加者が要件として満たすべき事項であり、提案時に内容が確定とはならない

事項（スケジュール等）についても、適切な理由に基づいていない変更は認

めない。 

 競争参加者は、補足資料の追加提出や補足説明等を求められた場合は速やか

に対応すること。 

 提案書は、競争参加者の技術力等を評価するものであり、必ずしも当該内容

全てについて実施することを求めるとは限らない。また、提案書及び提案し

た内容等に対して厚生労働省から異議がなかったこと等をもって、当該提案

書及び提案内容等が了承されたものとみなすことはできない。 

２ 評価基準 

（１）評価基準 

 技術審査用紙により、各委員が必須要件の充足状況を確認した後、加点対象の評

価項目に対する評価点を記載する。ただし、必須要件の充足が認められない提案に

ついては、加点対象の評価項目に対する採点は行わない。 

（２）落札方式 

 総合評価落札方式とし、競争参加者のうち以下の各要件に該当する者の中から、

「（３）総合評価の方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。な

お、当該数値が最も高い者が 2 者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落

札者を定めるものとする。 

 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

 全ての必須要件を充足していることが提案書等において提案及び保証され

ていると認められること。 
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（３）総合評価の方法 

ア 入札価格と技術的要件に対する得点配分 

 入札価格に対する得点配分と、技術的要件に対する得点配分を 1:3 とし、入札

価格の得点を 100 点、技術的要件の得点を 300 点とする。 

イ 入札価格の得点 

 入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を 1 から減じて得た値

に、入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。なお、入札価格が予定価

格を上回る場合は不合格とする。 

入札価格の得点＝100×（1－入札価格／予定価格） 

ウ 技術的要件に対する得点 

 技術的要件に対する得点は、必須要件を全て満たすと認められる応札者の提案

について、下記により技術審査用紙の評価基準に基づく内容の評価を行い、採点

する。 

 「ワークライフバランス等の推進に関する指標」以外の加点対象の評価項目

に対しては、競争参加者の提案の内容に応じて、各評価項目ごとに、表１「配

点基準表」に基づき、より優れている提案者に高い評価を与える。 

表１ 配点基準表 

配点 

優 良 可 不可 

100% 50% 20% 0% 

 加点対象の評価項目に対する競争参加者の提案については、表２「評価にあ

たっての基準」に基づき、「ユーザのニーズに対する理解」、「網羅性」、「具体

性」、「的確性」、「特質すべき提案の有無」の観点から総合的に評価を実施す

る。 

表２ 評価にあたっての基準 

観点 基準 

ユーザのニーズに

対する理解 

地方公共団体及び厚生労働省の現場のニーズに的確に対応し

た提案であること。 
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網羅性 
提案事項として含めるべき事項が網羅的に提案されているこ

と。 

具体性 

5W1H（目的（Why）、作業内容（What）、担当（Who）、ス

ケジュール・タイミング（When）、実施環境等（Where）、具

体的アプローチ（How））等が明確化されている等、提案事項

が抽象論に終始せず、具体性のある提案がされていること。 

的確性 

特に留意すべきポイントが適切に踏まえられており、また留

意すべきポイントを確実に対応するための適切な方策が提案

されていること。 

その他特筆すべき

提案 

当省が想定していない、また他の応札者も提案していない提

案事項で採用に値する提案がされていること。ただし、他の応

札者の提案の中で同様のキーワードへの言及があったとして

も、他の応札者の提案が具体性を伴わないものである場合、こ

こでいう「特筆すべき提案」としての評価は妨げられない。 

 各評価項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。 

 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果（点数）を合計し、そ

れを平均して技術点を算出する。ただし、総合評価落札方式技術審査委員会

において、各委員の協議の上、必須要件を一つでも充足できないと認められ

た場合には、当該応札者については不合格とし、技術点の算出を行わない。 

エ その他 

 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申

込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。 

以上 


